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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドルと、前記ハンドルに装着され一つ又はそれ以上のレザーブレードを有するレザ
ーカートリッジと、各々が実質的に脱水された形態である複数のシェービング補助剤供給
分と、前記シェービング補助剤供給分を前記ハンドル内に搬送するように動作可能なシェ
ービング補助剤用キャリアであって、相互に連結された複数の分室と、各分室に配置され
た少なくとも一回分のシェービング補助剤とを有し、各一回分のシェービング補助剤が脱
水されており、各分室の少なくとも一部は、前記分室に水が浸入可能である水浸透性材料
で構成されているシェービング補助剤用キャリアと、
　前記シェービング補助剤用キャリアを前記ハンドル内の位置に移動させるように動作可
能なアクチュエータであり、少なくとも一つの前記シェービング補助剤供給分を水和可能
して流動性を有するシェービング補助剤を生成する前記アクチュエータと、を具備するシ
ェービング装置。
【請求項２】
　前記ハンドルはキャビティと、前記キャビティ内に配置される貯留部と、を有し、前記
貯留部はキャリア開口部を含む請求項１記載のシェービング装置。
【請求項３】
　前記アクチュエータは、一つの前記シェービング補助剤供給分が前記キャリア開口部と
隣接する位置に前記キャリアを移動させるように動作可能である請求項２記載のシェービ
ング装置。
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【請求項４】
　前記キャリアと前記貯留部との間に配置されたシールをさらに具備する請求項３記載の
シェービング装置。
【請求項５】
　前記キャリアは複数の分室を含み、前記複数のシェービング補助剤供給分の少なくとも
一つが各分室に配置される請求項３記載のシェービング装置。
【請求項６】
　各分室の少なくとも一部は、前記分室に水が浸入可能である水浸透性材料で構成されて
いる請求項５記載のシェービング装置。
【請求項７】
　前記キャリア内の前記分室の各々がシールされ、各分室と隣接する分室との間の水の通
過を防ぐ請求項６記載のシェービング装置。
【請求項８】
　前記複数の分室の各々がシールされて水の浸入を防ぎ、各分室の少なくとも一部は破断
可能な材料で構成されている請求項５記載のシェービング装置。
【請求項９】
　破断可能な材料を破断する部材をさらに具備する請求項８記載のシェービング装置。
【請求項１０】
　前記シェービング補助剤供給分の一つが前記キャリア開口部と隣接する位置に前記キャ
リアを移動することにより、前記部材が前記破断可能な材料を破断するように、前記部材
は前記アクチュエータに対して配置される請求項９記載のシェービング装置。
【請求項１１】
　前記キャリアはホイール状である請求項１記載のシェービング装置。
【請求項１２】
　前記キャリアは使い捨て可能であり、複数の分室を含み、前記複数のシェービング補助
剤供給分の少なくとも一つが前記複数の分室の各々に配置されている請求項１記載のシェ
ービング装置。
【請求項１３】
　前記アクチュエータは、前記貯留部に対して前記キャリアを回転させる請求項２記載の
シェービング装置。
【請求項１４】
　前記アクチュエータの一部は筐体の外側に延在して使用者により係合できる請求項１３
記載のシェービング装置。
【請求項１５】
　前記アクチュエータは所定の増加分で作動可能である請求項１４記載のシェービング装
置。
【請求項１６】
　前記貯留部と前記レザーカートリッジに隣接する前記筐体の一部との間に延在する一つ
又はそれ以上の流路をさらに具備する請求項２記載のシェービング装置。
【請求項１７】
　前記キャリアは複数の分室を含み、前記複数のシェービング補助剤供給分の少なくとも
一つが各分室に配置され、前記複数のシェービング補助剤供給分の全部あるいは一つが使
用中に液体に晒されないようにシールされる請求項１記載のシェービング装置。
【請求項１８】
　相互に連結された複数の分室と、各分室に配置された少なくとも一回分のシェービング
補助剤とを有し、各一回分のシェービング補助剤が脱水されており、
　各分室の少なくとも一部は、前記分室に水が浸入可能である水浸透性材料で構成されて
いるシェービング補助剤用キャリア。
【請求項１９】
　前記分室の各々がシールされ、前記分室と隣接する分室との間の水の通過を防ぐ請求項
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１８記載のシェービング補助剤用キャリア。
【請求項２０】
　前記複数の分室の各々がシールされて水の浸入を防ぎ、各分室の少なくとも一部は破断
可能な材料で構成されている請求項１８記載のシェービング補助剤用キャリア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してシェービング装置に関し、特に、流動性を有するシェービング補助剤
を供給する機構を有するシェービング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この出願は、２００３年６月２０日に出願されて係属中の米国仮出願第６０／４８０，
１５９号及び２００３年９月１５日に出願されて係属中の米国仮出願第６０／５０３，０
６０号の利益を享受し、ここで開示された主題を参照によりすべてここに組み込む。
【０００３】
　レザーアセンブリとシェービング補助剤を吐出する機構とを組み合わせるために、多く
の試みがなされている。いくつかの従来の器具（例えば、米国特許第３，７２６，００９
号及び米国特許第１，８９９，８４１号）は、器具のハンドルに配置され、シェービング
補助剤を貯留する貯留部を開示している。シェービング補助剤は、貯留部と器具ヘッドと
の間に延在する一つ又はそれ以上の流路を介して貯留部から器具ヘッドに送られる。貯留
部をハンドル内に設置することに伴う問題は、所望量のシェービング補助剤を収容するた
めにハンドルを不快なほど大きくすることがしばしば必要とされることである。ハンドル
を適度なサイズに保とうとすると、供給されるシェービング補助剤の量が望ましくないく
らいに少なくなる。液状あるいはゲル状の材料を含む貯留部を有するシェービング器具の
他の問題は、漏れである。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明によれば、ハンドルと、レザーカートリッジと、複数供給分のシェービング補助
剤と、キャリアと、アクチュエータとを含むシェービング装置が提供される。レザーカー
トリッジは、一つ又はそれ以上のレザーブレードを含み、ハンドルに装着される。シェー
ビング補助剤の供給分は、それぞれ実質的に脱水された形態になっている。キャリアは、
ハンドル内に配置され、シェービング補助剤の供給分をハンドル内に搬送するように動作
可能である。アクチュエータは、キャリアをハンドル内の位置に移動させるように動作可
能であり、少なくとも一回の供給分のシェービング補助剤が水和されて流動性を有するシ
ェービング補助剤を生成し得る。
【０００５】
　本発明のシェービング装置の利点は、不快に大きなハンドルを必要としないことである
。本シェービング装置の操作中に、（例えば、シェービング環境から）実質的に脱水され
た複数供給分のシェービング補助剤の一つに水を加えることにより、すぐに使用できる形
態のシェービング補助剤が生成される。水は供給分のシェービング補助剤と結合して流動
性を有する材料（例えば、液体、ゲルなど）を生成し、その材料はレザーカートリッジに
対して所定の（一つあるいは複数の）位置でハンドル内に存在する。そのため、シェービ
ング補助剤を不快に大きくされたハンドル内に貯蔵する必要がない。
【０００６】
　本発明の他の利点は、使用されていない時のシェービング装置からの液体あるいはゲル
の漏れの可能性を最小限にすることである。使用者がシェービングを終えれば、残ったシ
ェービング補助剤は除去あるいはシール可能であり、したがって、器具に蓄積された流動
性を有するシェービング補助剤の量は、除去されるか従来の器具に比べて低減される。そ
の結果、漏れの可能性を除去あるいは減少する。
【０００７】
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　本発明のさらに他の利点は、シェービング補助剤のかさばる補充用の入れ物を設ける必
要性がないという利便性である。複数供給分のシェービング補助剤は、独立して、あるい
はシェービング装置に補充するキャリアと共に実装され得る。
【０００８】
　本発明のこれらおよび他の目的、特徴および利点は、本発明の詳細な説明により明らか
にされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１から図４に参照されるように、シェービング装置８は、ハンドル１０、レザーカー
トリッジ１２、複数供給分のシェービング補助剤１４、キャリア１６、及びアクチュエー
タ１８を含む。
【００１０】
　図１から図４に示されるハンドル１０は、人間工学的に成型された外形輪郭と内側のキ
ャビティ２０を有する。貯留部２２はキャビティ２０内に配置される。一つ又はそれ以上
の流路２４は、貯留部２２とレザーカートリッジ１２に隣接するシェービング装置８の表
面２６との間に延在する。流路２４は、貯留部２２からレザーカートリッジ１２に隣接す
るシェービング装置８の表面２６までシュービング補助剤が流動できる大きさに形成され
る。キャリア開口部２８は、貯留部２２に配置され、キャリア１６と位置合わせされてい
る。キャリア開口部２８は、後述されるように、貯留部２２とキャリア１６の分室３０と
の間で液体の連通が可能な大きさに形成される。水充填開口部３２は、貯留部２２に配置
され、水あるいは他の液体が装置8の外部から貯留部２２に導入されることを可能にする
。
【００１１】
　レザーカートリッジ１２は、フレーム３６に装着された一つ又はそれ以上のレザーブレ
ード３４を含む。レザーカートリッジ１２は、固定的にあるいは旋回するようにハンドル
１０に装着可能である。使い捨て可能に設計されたものを含む種々の異なるレザーカート
リッジ１２が、本発明のシェービング装置８と使用可能である。したがって、本装置は、
レザーカートリッジ１２のいずれかの特定のタイプのものに限定されない。
【００１２】
　複数供給分のシェービング補助剤１４は、シェービングプロセスを向上させる、これら
に限定はされないが、例えば、潤滑剤、ドラグ低減剤、脱毛剤、洗浄剤、薬医療剤、石鹸
剤などとそれらの混合物を含む。供給分の補助剤１４は、シェービングプロセス中に水和
（あるいは再水和）され、シェービングプロセス中に有用であるシェービング補助剤の形
態になり得る脱水された形態である。例えば、ある種類の脱水補助剤１４は、水和されて
液状となり得るタイプのものである。他の種類の脱水補助剤１４は、水和されてゲルある
いはクリーム状になり得るタイプのものである。各供給分１４は、所望量の水和した材料
を生成するように予め計測された脱水した材料の量に相当する。
【００１３】
　キャリア１６は、相互に連結された複数の個別分室３０を含む。複数の分室３０は、種
々の構成で設置可能である。図２に示された実施の形態においては、分室３０はホイール
状に配置されている。他の実施の形態では、分室３０は、線状（例えば、直線状あるいは
弓状）に配置してもよい。キャリア１６は、連結された分室３０の配置に特に限定されな
い。キャリア１６はハンドル１０内に配置されるが、各分室３０が貯留部２２内に配置さ
れたキャリア開口部２８と位置合わせできるように、選択的に配置可能である。
【００１４】
　ある実施の形態においては、キャリア１６は交換可能ユニットとして設計される。他の
実施の形態においては、キャリア１６はシェービング装置８の使用寿命期間中ハンドル１
０内に残されるように設計される。キャリア１６は、非実装形態（例えば、脱水された時
に分室３０の壁に粘着しそれにより分室内に残る形態）あるいは実装形態（例えば、パッ
ケージ内にあるいはパッケージにより含まれる形態）でシェービング補助剤１４を受ける
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ように構成可能である。ある実施の形態においては、パッケージの少なくとも一部は、分
室３０に水が浸入可能である水浸透性材料で構成される。少なくともこれらの実施の形態
では、キャリア１６内の各分室３０は、その分室と隣接する分室３０との間の水の通過を
防止するためにシールされる。他の実施の形態では、複数の分室３０の各々は水の浸入を
防止するためにシールされ、各分室３０の少なくとも一部は、シェービング補助剤供給分
１４にアクセスするために破断可能な材料で構成される。
【００１５】
　アクチュエータ１８は、キャリア１６をハンドル１０内の位置に移動させるように動作
可能であり、少なくとも一つのシェービング補助剤供給分１４を水和して流動性を有する
シェービング補助剤を生成し得る。この位置で、キャリア１６の分室３０は、貯留部２２
内に配置されたキャリア開口部２８と位置合わせされる。ある実施の形態は、キャリア１
６と貯留部２２との間に配置されその間の液体の流れを制限するシール３８を含む。図２
及び図４に示されるこの実施の形態では、アクチュエータ１８は、ホイール状キャリア１
６に接続されたノブ４０を含む。キャリア１６は、ノブ４０を回転することにより動かさ
れる。
【００１６】
　ある実施の形態では、アクチュエータ１８は、所定の増加分で作動可能である。所定の
大きさの各増加分により、キャリア１６を、隣接する分室３０とキャリア開口部２８とを
位置合わせするのに十分な量だけ動かす。他の実施の形態では、キャリアホイール１６を
漸進的に回転させるラチェット機構４２（図３参照）が使用できる。ラチェット機構４２
のボタン４４を押下げることにより、キャリアホイール１６は次の分室３０が露出するの
に十分な量だけ回転する。他の実施の形態では、アクチュエータ１８は、キャリア開口部
２８と位置合わせするようにキャリア１６を横方向に動かす線状スライド４６（図５参照
）である。
【００１７】
　各分室３０の少なくとも一部が、シェービング補助剤供給分１４にアクセスするために
破断可能な材料で構成されたこれらの実施の形態においては、シェービング装置８は、包
装材料を破断する部材５０を含む。ある実施の形態では、部材５０はキャリア開口部２８
に隣接して配置された一回分の包装されたシェービング補助剤１４を破断するように選択
的に作動可能である。他の実施の形態では、部材５０は固定される。一回分のシェービン
グ補助剤供給分１４がキャリア開口部２８と隣接する位置に、キャリア１６を動かすこと
により、部材５０はその供給分１４の包装材料を破断する。
【００１８】
　シェービング装置の操作において、操作者はシェービング補助剤供給分１４をキャリア
１６の各分室３０に挿入するか、あるいは新しい交換用キャリア１６をシェービング装置
８に挿入する。交換用キャリア１６は、各分室３０に一つのシェービング補助剤供給分１
４を含む。使用するアクチュエータ１８のタイプによっては、アクチュエータ１８を初期
位置に置くこともできる。ある実施の形態においては、アクチュエータ１８が初期位置に
あるとき、キャリア１６の一つの分室３０がキャリア開口部２８と位置合わせされる。他
の実施の形態では、アクチュエータ１８は、キャリア１６の一つの分室３０をキャリア開
口部２８と位置合わせするように動かすために使用され得る。
【００１９】
　（シェービング環境あるいは他の源からの）水あるいは他の液体は、例えば水充填開口
部３２を経て、貯留部２２に挿入される。キャリア開口部２８と位置合わせされた分室３
０内の一つのシェービング補助剤供給分１４が、水にさらされる。その結果、そのシェー
ビング補助剤１４は水和し、シェービングプロセスで有用である形態、すなわち液状、ゲ
ル状、あるいはクリーム状のシェービング補助剤を生成する。続いて、そのシェービング
補助剤供給分１４は流路２４を通過し、レザーカートリッジ１２の隣接領域に送られる。
計量孔あるいはバルブ４８は、流路２４から出てくる所望の流量のシェービング補助剤供
給分１４を生成するために使用され得る１４がようにしてもよい。以上述べたように、そ
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【００２０】
　ある実施の形態においては、シェービング補助剤が残れば、シェービングプロセス完了
後に貯留部２２から排出してもよい。他の実施の形態では、バルブ２４は残留シェービン
グ補助剤の漏れ防止のために使用され得る。
【００２１】
　シェービング装置８が使用される度に、アクチュエータ１８は、別のキャリア分室３０
及びそれに含まれるシェービング補助剤供給分１４がキャリア開口部２８と位置合わせた
めに使用される。同時に、排出した供給分のシェービング補助剤のいくらかでも残留物を
含むキャリア分室３０は動かされる。キャリア１６と貯留部２２との間に配置されるシー
ル３８を含むこれらの実施の形態では、使用された分室は密封されてから移動される。
【００２２】
　その後、シェービング装置８は繰り返される上述したプロセスの用意がなされる。シェ
ービング補助剤供給分１４をすべて使用したときは、使用するキャリア１６のタイプによ
って、キャリア１６は再充填されるか交換される。ある実施の形態では、シェービング装
置８は、未使用のシェービング補助剤供給分が何回分あるかを示すインジケータを含む。
例えば、このインジケータは、キャリア１６あるいはアクチュエータ１８に組み込まれる
か、又はその組み合わせでもよい。
【００２３】
　本発明はその詳細な実施の形態に関して示され記述されているが、本発明の範囲を逸脱
することなしに、種々の変更がなし得て、均等物が構成要素と交換され得ることは、当業
者には理解されるであろう。また、変形例は、本発明の本質的な範囲を逸脱することなし
に、特定の位置あるいは材料を本発明の教示に適合させるようになし得る。それ故、本発
明は上記の詳細な記述において開示された特定の実施の形態によって限定されず、本発明
は添付の特許請求の範囲に入る全ての実施の形態を含むことを意図する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明のシェービング装置の概略正面図である。
【図２】図２は、本発明のシェービング装置の実施の形態の概略正面断面図である。
【図３】図３は、ラチェット型アクチュエータを含む、本発明のシェービング装置の実施
の形態の概略側面断面図である。
【図４】図４は、本発明のシェービング装置の実施の形態の概略正面断面図である。
【図５】図５は、本発明のシェービング装置の実施の形態の概略正面断面図である。
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